
別記様式

物品等の名称及び

数量

契約担当官等の ○分任支出負担行為担当官

氏名並びにの所属 　東北地方整備局　酒田河川国道事務所　髙野　明

する部局の名称 ○国土交通省　東北地方整備局　酒田河川国道事務所

及び所在地 ○酒田市上安町一丁目２番地の１

契約締結日 平成 4 年 5 月 27 日

契約の相手方の （公財）やまがた健康推進機構

氏名及び住所 山形県山形市蔵王成沢字向久保田２２２０番地

契約金額 円 (税込み)

（消費税及び

　地方消費税含む）

予定価格 非公表

（消費税及び

　地方消費税含む）

随意契約によること 別紙「随意契約理由書」のとおり

とした理由

備　　　考

注）１．公表対象随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価を記載する

　　　とともに、備考欄に単価契約である旨及び契約単価に予定調達数量を乗じた額を記


　　　載する。

　　２．予定価格を公表しないこととした場合、予定価格の欄には「非公表」と記載する。

1,334,300

随意契約結果書

一般健康診断外業務（酒田）



随 意 契 約 理 由 書

業 務 名 ：一般健康診断外業務（酒田）

契約の相手方： 公益財団法人やまがた健康推進機構

住 所：山形県山形市蔵王成沢字向久保田２２２０番地

電 話：０２３－６８８－８３３３

理 由：

本業務は、人事院事務総局職員福祉局長通知「情報機器作業従事職員に係る環境管

理、作業管理、健康管理等について」（令和元年10月30日職職-135）に基づき、酒田河

川国道事務所職員及び期間業務職員の一般定期健康診断受診・情報機器作業従事職

員健康診断・婦人科検診を実施するものである。

健康診断は、８０人を越える該当職員について一斉に実施することから、外部の検診施

設に出向いて受診することは、これにかかる時間や労力、移動に伴う事故や新型コロナウ

ィルス感染症のリスク等を考慮すると、事務所庁舎内において、検診車を用いた巡回検

診での実施とすることが最も合理的である。

公益財団法人やまがた健康推進機構は、当事務所の最寄りに庄内健診センターを設

置しており、酒田市及び庄内地域において、検診車を保有し全検査項目を実施できる施

設となっていることから、本業務を履行できる相手方はこれ以外にない。

よって、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号の規定により、公益

財団法人やまがた健康推進機構と随意契約を行うものである。
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